
          川崎市が指導育成を行うことを必要とするボランティア団体等の 

          減額措置取扱に関する登録要領                    

（趣旨） 

第１条  川崎市教育文化会館使用に関する減免措置取扱要綱第３条第６号及び第７号並びに

川崎市市民館利用に関する減免措置取扱要綱第３条第６号及び第７号に規定する団体に係

る教育委員会への登録について必要な事項を定めるものである。 

（対象） 

第２条 教育委員会に登録できる団体は、次のとおりとする。 

（１）健康福祉局及びこども未来局が推薦する障害者（児）関係団体 

（２）各局が推薦する川崎市が指導助成を行うことを必要とする団体で、次の全ての要件を

満たすもの 

ア 市の主催事業等に参加して得た知識・技能を地域社会に生かすことをめざしボラン

タリーな活動を進める、民主的・自主的なボランティア団体で、自発性、公共性、無

償性、指導性の基本的要素を具備しているものであること。 

イ 構成員の数が１０名以上であること。 

ウ 知識・技能をさらに発展させ，実践活動に役立つ学習活動を行うものであること。 

エ 市内でボランティアとしての活動を年間３回以上行うものであること。 

オ 川崎市の事業と連携・協力できる活動であること。 

カ 適正な会計処理及び団体運営がされているものであること。 

（登録申請） 

第３条 新規に登録を受けようとする団体は様式１、２及び３に必要書類を添えて、継続し

て登録を受けようとする団体は様式１及び２を、次条に規定する申請期間内に当該団体を

所管する部署等を経由して教育委員会に登録申請をしなければならない。 

２ 登録申請後に代表者等に変更があった場合は、速やかに様式４で変更届けを提出するも

のとする。 

（申請期間） 

第４条 登録申請は、原則として、毎年４月１日から同月３０日までの間にしなければなら

ない。 

２ 団体等の設立が、４月以後、同年１０月までにあったものについては、同年１０月１日

から同月３１日までの間に追加登録することができる。 

（登録期間） 

第５条 登録期間は，登録した年度の６月１日から次の年度の５月３１日までとする。なお

、追加登録を行った団体の登録期間は、登録した年度の１２月１日から次の年度の５月３

１日までとする。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年５月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


